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カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布 

す
る
。 

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
等
に
関
す
る
政
令 

内
閣
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平 

成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
第
八
項
、
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
九 

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。 

（
国
際
平
和
協
力
隊
の
設
置
） 

第
一
条 

国
際
平
和
協
力
本
部
に
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
国
際
連
合
平
和 

維
持
活
動
に
協
力
す
る
た
め
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に 

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
ト
及 

び
チ
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
並
び
に
法
第
四
条
第
二
項 

第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
組
織
と
し
て
、
平
成
五
年
十
月
三
十
一
日
ま 

で
の
間
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
国
際
平
和
協
力
隊
（
以
下
「
協
力
隊
」
と
い
う
。） 

を
置
く
。 

２ 

国
際
平
和
協
力
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
は
、
協
力
隊
の
隊 

員
の
う
ち
一
人
を
隊
長
と
し
て
指
名
し
、
本
部
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り 

隊
務
を
掌
理
さ
せ
る
。 

 
 
 

（
平
成
五
政
一
六
七
・
一
部
改
正
） 

（
政
令
で
定
め
る
業
務
） 

第
二
条 

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
に
係
る
法
第
三 

条
第
三
号
レ
の
規
定
に
よ
り
同
号
タ
に
掲
げ
る
業
務
に
類
す
る
も
の
と
し
て 

政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。 

一 

飲
用
そ
の
他
人
の
日
常
の
用
に
供
す
る
水
の
浄
化 

二 

飲
食
物
の
調
整 

三 

宿
泊
又
は
作
業
の
た
め
の
施
設
の
維
持
管
理 

 
 
 

（
平
四
政
三
七
三
・
追
加
、
平
五
政
一
六
七
・
一
部
改
正
） 

（
国
際
平
和
協
力
手
当
） 

第
三
条 

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
に
協
力
す
る
た 

め
に
行
わ
れ
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
従
事
す
る
協
力 

隊
の
隊
員
及
び
法
第
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
自
衛
隊
員
（
以
下
「
部
隊
派 

遣
自
衛
隊
員
」
と
い
う
。
）
に
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
法
第
十 



六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
手
当
（
以
下
「
手
当
」
と
い
う
。） 

を
支
給
す
る
。 

２ 

手
当
は
、
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
別
表
の
中 

欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

３ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
手
当
の
支
給
に
関
し
て
は
、
協
力
隊
の
隊 

員
（
部
隊
派
遣
自
衛
隊
員
の
身
分
を
併
せ
有
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て 

は
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十 

五
号
）
に
基
づ
く
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
り
、
部
隊
派
遣
自
衛
隊 

員
に
つ
い
て
は
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年 

法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
に
基
づ
く
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
の
例
に
よ
る
。 

 
 
 

（
平
四
政
三
七
三
・
旧
第
二
条
繰
下
） 

（
定
員
） 

第
四
条 

協
力
隊
の
隊
員
の
法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
定
員
は
、
百
十
六
人
と 

 

す
る
。 

 
 
 

（
平
四
政
三
七
三
・
旧
第
三
条
繰
下
、
平
五
政
一
六
七
・
一
部
改
正
） 

附 

則 

 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
四
年
一
二
月
九
日
政
令
第
三
七
三
号
） 

 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

（
平
成
五
年
五
月
六
日
政
令
第
一
六
七
号
） 

 

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

（
平
五
政
一
六
七
・
一
部
改
正
） 

二 一 

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
内
の
地
域
に
お
い
て
、
法 

第
三
条
第
三
号
カ
又
は
タ
に
掲
げ
る
業
務
に 

係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
を
行
う
場
合
（
四 

の
項   

及
び
五
の
項   

本
文
に
規
定
す
る 

場
合
を
除
く
。） 

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
内
の
地
域
（
一
の
項
、
三 

の
項
及
び
四
の
項 

 

に
規
定
す
る
地
域
を
除 

く
。
）
に
お
い
て
、
一
の
項
に
規
定
す
る
国
際 

平
和
協
力
業
務
を
行
う
場
合 

 

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
内
の
地
域
で
あ
っ
て
、
そ
の 

国
境
に
近
接
し
、
著
し
く
勤
務
環
境
の
劣
悪
な 

地
域
と
し
て
本
部
長
が
指
定
す
る
も
の
に
お
い 

て
、
法
第
三
条
第
三
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
ト
又
は 

チ
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務 

を
行
う
場
合 

一
万
六
千
円 

二
万
円 

(一) (二) 

(一) 

 

(二) 

(二) 



                   

 

   

四 三 

 
 
 

 

に
規
定
す
る
区
域
に
お
い
て
、
法
第
三 

条
第
三
号
カ
若
し
く
は
タ
に
掲
げ
る
業
務
又 

は
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
（
専
ら
関
係
機 

関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も 

の
を
行
う
業
務
に
限
る
。
）
に
係
る
国
際
平
和 

協
力
業
務
を
行
う
場
合 

プ
ノ
ン
ペ
ン
市
の
区
域
及
び
プ
ノ
ン
ペ
ン 

空
港
の
区
域
に
お
い
て
、
一
の
項
に
規
定
す 

る
国
際
平
和
協
力
業
務
を
行
う
場
合 

コ
ン
ポ
ン
ソ
ム
市
若
し
く
は
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア 

内
の
各
州
都
の
区
域
又
は
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
内
の 

港
湾
（
プ
ノ
ン
ペ
ン
港
を
除
く
。
）
若
し
く
は
空 

港
（
プ
ノ
ン
ペ
ン
空
港
を
除
く
。
）
の
区
域
に
お 

い
て
、
一
の
項
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業 

務
を
行
う
場
合 

八
千
円

一
万
二
千
円

五 

     

法
第
三
条
第
三
号
カ
又
は
タ
に
掲
げ
る
業

務
に
附
帯
す
る
業
務
と
し
て
海
路
又
は
空
路

に
よ
り
こ
れ
ら
の
業
務
に
従
事
す
る
人
員
の

輸
送
又
は
こ
れ
ら
の
業
務
に
必
要
な
物
資
の

補
給
（
買
付
け
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
。
た

だ
し
、
港
湾
に
停
泊
し
、
又
は
陸
上
の
場
所

に
留
ま
っ
て
行
う
場
合
に
限
る
。 

 

カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
以
外
の
地
域
に
お
い
て
、

一
の
項
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
を

行
う
場
合 

四
千
円 

(二) 

(一) (二) 

(一) 

(一) 


